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１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。

　
【
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献
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永
遠
男  

編

『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国
語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
（
和
泉
書
院
、
16
年
６
月
刊
）

矢
　
越
　
葉
　
子



　
　

１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。

　
【
参
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献
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検
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書　評



　
　

１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。

　
【
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考
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献
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録
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史
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史
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Ｃ
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Ｃ
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」
（
『
古
代

学
』
八
、
奈
良
女
子
大
学
古
代
学
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
）

栄
原
永
遠
男
「
内
裏
に
お
け
る
勘
経
事
業
|
景
雲
経
と
奉
写
御
執
経
所
・
奉
写
一
切
経
司

|
」
（
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
、
一
九
九

五
年
初
発
表
）

栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
（
角
川
叢
書
五
五
）

西  

洋
子 

『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年

西
洋
子
「『
未
修
古
文
書
目
録
』
と
『
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
の
対
照
表
（
一
）
」

（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
一
、
二
〇
〇
九
年
）

西 

洋
子
・
矢
越
葉
子
「
『
未
修
古
文
書
目
録
』と『
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
の
対
照

表
（
二
）
（
三
）
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
・
十
三
、
二
〇
一
一
・
二
〇

一
三
年
）

野
尻 

忠 

「
藤
田
美
術
館
所
蔵
『
大
般
若
経
』
（
魚
養
経
）
の
調
査
研
究
」
（
科
研
基
盤
研

究
（
Ａ
）
「
奈
良
時
代
の
仏
教
美
術
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
」
研
究
成
果
報
告

　

書
第
一
分
冊
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）

皆
川
完
一
「
正
倉
院
文
書
の
整
理
と
そ
の
写
本
|
穂
井
田
忠
友
と
正
集
|
」
（
『
正
倉
院
文

書
と
古
代
中
世
史
料
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
所
収
、
一
九
七
二
年

初
発
表
）

矢
越
葉
子
「
正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
|
天
平
宝
字
六
年
|
」
（
『
東
京

大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
十
一
、
二
〇
〇
七
年
）

山
下
有
美
「
天
平
勝
宝
二
年
〜
天
平
宝
字
二
年
の
東
大
寺
写
経
所
と
写
書
所
」
（
正
倉
院
文

書
研
究
会
第
三
五
回
定
期
研
究
会
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）

山
本
幸
男
「
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
|
筆
跡
と
記
帳
作
業
の
検
討
|
（
上
・
中
・
下
）
」

（
『
相
愛
大
学
研
究
論
集
』
一
四
|
一
、
一
四
|
二
、
一
五
|
一
、
一
九
九
七
〜

一
九
九
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
特
別
研
究
員
・
明
治
大
学
研
究
推
進
員
）
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１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。

　
【
参
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文
献
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仏
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冊
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館
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〇
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）
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写
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友
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文
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史
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収
、
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〇
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二
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検
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書　評



　
　

１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。
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『正倉院文書の歴史学・国語学的研究』〔矢越〕



　
　

１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。

　
【
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献
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１

　

本
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
残
る
五
通
の
解
移
牒
案
を
扱
う
論
文
集
で
あ
る
。

解
移
牒
案
と
は
天
平
宝
字
年
間
に
の
み
見
え
る
帳
簿
で
あ
り
、
事
務
担
当
者
で
あ

る
案
主
が
日
々
作
成
し
た
解
・
移
・
牒
・
符
と
い
っ
た
種
々
の
文
書
の
案
を
書
き

継
ぎ
保
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

造
東
大
寺
司
写
経
所
公
文
案
帳
（
宝
字
二
年
六
月
〜
三
年
七
月
）

　

Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
〜
八
月
）

　

Ⅲ　

奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
（
宝
字
五
年
正
月
〜
九
月
）

　

Ⅳ　

造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
宝
字
六
年
正
月
〜
七
年
六
月
）

　

Ⅴ　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
宝
字
六
年
十
二
月
〜
八
年
十
一
月
）

と
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
も
の
が
残
る
が
、
写
経
事
業
や
造
営
事
業
の
推
移
に

伴
っ
て
発
信
文
書
の
種
類
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
解
移
牒
符

案
」
「
解
移
牒
案
」
「
移
牒
案
」
と
当
時
の
案
主
た
ち
の
間
で
も
呼
称
が
揺
ら
ぐ

よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
の
題
名
で
は
「
解
移
牒
案
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の

「
解
移
牒
案
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
、
本
書
に
は
歴
史
学
お
よ
び

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
一
〇
本
を
収
め
る
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

序
|
扉
を
す
こ
し
開
け
た
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

天
平
宝
字
期
の
解
移
牒
案
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
有
美

　

桴
工
達
の
訴
え
|
下
道
主
の
文
書
作
成
の
苦
心
|　
　
　
　
　
　

中
川
ゆ
か
り

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
文
末
の
「
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
并
」
字
の
使
用
法
か
ら
文
字
の
受
容
・
展
開
を
考
え
る　
　
　

方 

国
花　

　
　
　

|
「
並
」
「
合
」
と
の
比
較
か
ら
|

　

解
移
牒
符
案
に
み
え
る
訂
正
方
法
と
そ
の
記
号
に
つ
い
て　
　
　

井
上 

幸

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現
|
「
怠
延
」
を
中
心
に
|　

根
来
麻
子

　

古
代
日
本
独
自
の
用
法
を
も
つ
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川
久
美

　
　
　

|
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」
「
解
却
」
|

　

写
経
生
の
任
用
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

濱
道
孝
尚

　

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
陽
子

　

天
平
初
期
の
帳
簿
|
解
移
牒
符
案
の
源
流
を
求
め
て
|　
　
　
　

栄
原
永
遠
男

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原
祐
子

　

「
序
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、
本
書
は
一
〇
本
の
論
考
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
各
論
考
の
テ
ー
マ
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に

基
づ
き
つ
つ
順
序
を
変
え
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
解
移
牒
案
全
体
に
つ
い
て
扱
う
の
が
山
下
氏
の
論
考
で
あ

る
。
山
下
氏
は
各
解
移
牒
案
の
筆
跡
に
基
づ
き
、
書
き
手
が
誰
な
の
か
、
ま
た
書

き
込
ま
れ
た
文
書
が
下
書
き
な
の
か
写
し
な
の
か
と
い
う
二
点
の
分
析
視
覚
を
中

心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
解
移
牒
案
は
す
べ
て
違
う
様
相
を
も
つ

帳
簿
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
、
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
機
能
、
す
な

わ
ち
上
級
官
司
の
名
で
作
成
し
た
外
部
宛
て
の
文
書
（
本
案
は
上
級
官
司
に
の
み
残

る
）
の
内
容
を
記
録
し
て
お
く
機
能
、
別
当
が
案
主
に
公
文
勘
造
を
教
育
指
導
す
る

機
能
、
別
当
と
案
主
の
事
務
連
絡
と
し
て
の
機
能
は
、
Ⅱ
〜
Ⅴ
で
変
化
し
つ
つ
も

基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
共
通
す
る
、
文
書
の
み
な
ら

ず
メ
モ
や
帳
簿
も
書
く
点
、
発
信
文
書
の
全
て
を
書
き
写
さ
な
い
点
、
無
関
係
の

文
面
が
書
か
れ
た
紙
を
料
紙
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
切
除
等
を
行
わ
な
い
場
合

が
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
写
経
所
の
別
当
で
あ
る
安
都
雄
足
と
案
主
た
ち
と
の
間
で

の
み
共
有
す
る
比
較
的
融
通
の
利
く
帳
簿
と
し
て
解
移
牒
案
を
位
置
付
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
栄
原
氏
は
天
平
初
期
の
継
文
を
対
象
に
検
討
を
加
え
、
解
移

牒
案
の
源
流
を
探
る
。
扱
う
の
は
①
『
皇
后
宮
職
解
移
牒
案
』
、
②
「
左
京
職
符

牒
帳
」
、
③
「
〈
皇
后
宮
職
牒
〉
」
＋
「
〈
本
経
返
送
状
〉
」
の
三
種
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
写
経
担
当
部
署
が
上
級
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
の
名
で
外
部

宛
て
に
発
信
し
た
文
書
を
記
録
し
た
も
の
、
②
東
市
司
が
上
級
官
司
で
あ
る
左
京

職
か
ら
到
来
し
た
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
、
③
皇
后
宮
職
の
写
経
担
当
部
署
が

外
部
に
発
信
し
た
文
書
の
正
文
（
宛
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
も
の
）
に
内
部
の
控
え
を
貼

り
継
ぐ
形
で
一
件
処
理
的
に
整
理
し
て
保
管
し
た
も
の
、
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
解
移
牒
案
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
、
①
の
上
級
官
司
の
名
で
外
部
宛
て
に
発

信
し
た
文
書
を
記
録
す
る
と
い
う
機
能
が
Ⅰ
の
解
移
牒
案
に
受
け
継
が
れ
、
発
展

し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栄
原
氏
の
論
考
は
解
移
牒
案
へ
の
影
響
の
み
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
②

に
見
え
る
上
級
官
司
か
ら
到
来
し
た
特
定
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
継
文
は
造

石
山
寺
所
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
矢
越
二
〇
〇
七
〕
、
③
に
見
え
る
一
件
処
理
的

な
整
理
方
法
は
天
平
宝
字
〜
神
護
景
雲
年
間
に
東
大
寺
写
経
所
と
内
裏
系
統
写
経

機
関
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
典
の
奉
請
文
か
ら
成
る
継
文
に
こ
そ
明
瞭
に
見
て

取
れ
る
〔
栄
原
一
九
九
五
〕
。
解
移
牒
案
や
継
文
は
帳
簿
論
の
中
で
の
位
置
付
け
が

明
確
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
検
討
に
余
地
を
残
す
。

　

こ
れ
以
外
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
濱
道
氏
と
渡
部
氏
の
二
本
が
あ
る

が
、
解
移
牒
案
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
広
く
テ
ー
マ
を
採
る
。

　

濱
道
氏
は
、
写
経
生
の
任
用
に
か
か
る
史
料
、
す
な
わ
ち
試
字
と
貢
進
文
に
新

た
に
見
出
し
た
事
例
を
加
え
、
試
字
・
貢
進
文
に
よ
る
任
用
が
天
平
年
間
以
降
、

通
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
貢
進
文
に
見
え
る
「
属

請
」
の
語
を
写
経
所
関
係
者
と
の
縁
故
関
係
と
理
解
し
、
貢
進
そ
の
も
の
を
私
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
関
係
史
料
の
少
な
さ
ゆ
え
に
写
経
生

の
任
用
に
は
曖
昧
な
点
も
多
い
が
、
主
要
な
任
用
ル
ー
ト
が
別
に
存
在
す
る
可
能

性
を
想
定
す
る
の
は
新
た
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

渡
部
氏
は
写
経
事
業
に
お
い
て
着
用
さ
れ
る
浄
衣
を
検
討
し
、
写
経
事
業
毎
に

厳
密
に
管
理
さ
れ
る
紙
・
筆
・
墨
と
は
異
な
り
、
浄
衣
の
予
算
化
は
あ
る
程
度
の

規
模
や
資
金
の
潤
沢
な
事
業
で
の
み
行
わ
れ
、
ま
た
造
東
大
寺
司
に
浄
衣
の
在
庫

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
浄
衣
の
返
上
記
録
が
途
中

退
出
者
に
の
み
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
浄
衣
が
複
数
の
写
経
事
業
に

わ
た
っ
て
着
用
さ
れ
続
け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
宝
物
中
に
残
る
汚
れ
た
浄
衣

を
想
起
す
る
と
理
解
し
や
す
い
か
。

　

国
語
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
は
、
帳
簿
と
し
て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、
関

連
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
符
案
を
中
心
に
用
い
る
も
の

が
目
立
つ
。

　

中
川
氏
は
、
石
山
寺
造
営
の
残
材
廻
漕
に
か
か
る
文
書
に
見
え
る
表
現
「
無
堪

咸
」
「
款
云
」
に
着
目
し
、
文
書
作
成
者
で
あ
る
下
道
主
が
筏
工
等
の
主
張
を
的

確
に
把
握
し
、
表
現
に
腐
心
す
る
と
同
時
に
、
作
業
対
価
の
対
照
表
を
も
添
付
し

て
別
当
で
あ
る
雄
足
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
。

　

督
促
の
表
現
の
う
ち
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
に
集
中
的
に
現
れ
る
「
怠
延
」
に

着
目
し
た
根
来
氏
は
、
所
内
の
糧
米
が
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
中
で
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
愛
智
郡
か
ら
の
封
租
米
の
進
上
、
あ
る
い
は
孝
謙
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
鋳

鏡
と
い
っ
た
切
迫
し
た
場
面
で
生
み
出
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
既
存
の
漢
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
感
情
を
、
新
た
な
熟
語
を
生
み
出
す

こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
宮
川
氏
は
、
解
移
牒
符
案
を
皮
切
り
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳

や
官
司
内
で
授
受
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
六
国
史
を
対
象
に
、
漢
語
に
お
い
て
は

「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
同
義
に
使
用
さ
れ
る
「
返
却
」
「
却
還
」
「
還
却
」

「
解
却
」
の
用
例
を
検
討
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
付
与

さ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
「
返
却
」
「
還
却
」
は

「
啓
」
や
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
待
遇
表
現
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
よ

り
豊
か
な
言
語
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

方
氏
は
、
数
の
合
計
を
表
す
「
并
」
の
使
用
法
を
、「
並
」「
合
」
と
の
使
い
分
け

と
い
う
観
点
か
ら
、
写
経
所
文
書
・
籍
帳
・
木
簡
・
金
石
文
に
渉
っ
て
分
析
し
、

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
事
例
か
ら
七
世
紀
以
前
の
百
済
の
影
響
を
読
み
取
る
。

　

日
本
語
の
表
記
と
い
う
点
で
は
、
桑
原
氏
と
井
上
氏
の
論
考
に
惹
か
れ
た
。
桑

原
氏
は
、
解
移
牒
案
を
中
心
に
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
文
末
の
「
者
」
を
検
討

し
、
終
助
詞
の
「
ソ
（
ゾ
）
」
を
表
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
書
き
手
が
重
要
だ

と
判
断
し
た
事
柄
を
読
み
手
に
強
調
し
注
意
喚
起
し
た
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た

と
す
る
。
い
わ
ば
間
投
助
詞
に
近
い
機
能
を
「
者
」
に
託
し
て
表
記
し
た
場
合
も

あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
他
の
文
書
を
読
む
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　

井
上
氏
は
、
解
移
牒
案
全
体
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
訂
正
符
を
抽
出
し

て
分
類
を
提
示
す
る
。
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
訂
正
符
は
勘
検
の
記
号
で
あ
る
合

点
や
勾
と
見
紛
う
も
の
も
多
く
、
写
真
を
観
察
す
る
上
で
非
常
に
有
益
な
成
果
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
記
号
を
も
含
め
た
当
時
の
書
記
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
機
能

の
解
明
を
目
指
す
と
結
ば
れ
て
お
り
、
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　

２

　

次
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
解
移
牒
会
」
と
い
う
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
「
序
」
に
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
栄
原
ゼ
ミ

参
加
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
、『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
や

写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
活
用
し
つ
つ
解
移

牒
案
に
訓
読
と
注
釈
を
付
す
会
が
八
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
本
書
に

も
正
倉
院
文
書
の
写
真
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
ま
た
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

に
基
づ
く
記
述
も
多
く
、
参
加
者
同
士
で
交
換
さ
れ
た
意
見
も
反
映
さ
れ
る
な

ど
、
正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
ゼ
ミ
や
研
究
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
資
料
の
活
用
が
、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
写
真
資
料

を
活
用
し
つ
つ
、
特
に
案
主
の
筆
跡
か
ら
帳
簿
作
成
の
過
程
を
復
原
す
る
と
い
う

手
法
は
、
早
く
山
本
幸
男
氏
が
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
群
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る

が
〔
山
本
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
〕
、
近
年
で
は
黒
田
洋
子
氏
が
書
状
の
検
討
で
、
山

下
氏
が
天
平
勝
宝
年
間
か
ら
天
平
宝
字
年
間
の
写
経
所
帳
簿
の
検
討
で
用
い
て
い

る
〔
黒
田
二
〇
一
五
、
山
下
二
〇
一
六
〕
。
特
に
帳
簿
と
案
主
の
関
係
は
、
案
主
が
複

数
存
在
す
る
場
合
に
業
務
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
組
織
の

運
営
方
法
に
直
結
す
る
課
題
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
時
期
や
対
象
を
変
え
な
が
ら

掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
写
真
資
料
を
用
い
た
写
経
所
文
書
の
検
討
は
、
高
画
質
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
聖
語
蔵
経
巻
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
写
経
所
で
行

わ
れ
て
い
た
勘
検
作
業
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
近
年
、

宝
亀
年
間
の
写
経
所
文
書
と
対
応
す
る
経
巻
群
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が

〔
野
尻
二
〇
一
一
、
飯
田
二
〇
一
二
〕
、
こ
の
対
応
を
検
討
す
る
上
で
決
め
手
と
な
る

の
が
経
巻
の
巻
末
紙
背
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
写
経
所
で
は
解
移
牒
案
以
外
に

も
種
々
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
、
書
写
の
工
程
だ
け
で
も
充
本
帳
、
充
紙
筆
墨
帳
、

校
帳
、
手
実
帳
と
い
っ
た
帳
簿
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
は
必
要
な
情
報
を
記

載
す
る
の
み
で
な
く
、
勘
検
が
加
え
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
の
記
載
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
経
巻
の
巻
末
紙
背
に
は
作
業
工
程
に
応

じ
て
経
師
名
、
書
写
枚
数
、
校
生
名
、
校
正
結
果
が
書
き
込
ま
れ
、
案
主
に
よ
る

勘
検
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

案
主
は
帳
簿
同
士
を
突
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帳
簿
と
実
際
に
書
写
し
た
経

巻
（
の
巻
末
紙
背
の
書
き
込
み
）
の
突
き
合
わ
せ
も
行
っ
て
お
り
、
物
品
管
理
や
労
務

管
理
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
は
帳
簿
の
記
載

に
基
づ
い
て
経
巻
を
評
価
し
て
い
る
が
、
帳
簿
の
み
な
ら
ず
経
巻
も
含
め
た
写
真

資
料
を
複
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
経
巻
の
側
か
ら
帳
簿
の

欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
書
の
中
で
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
へ
の
先
鞭
を
つ
け
、
方

向
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
に
掲
載
す
る
各
論
考
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
Ⅳ
の
造
石
山

寺
所
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
は
桑
原
氏
に
よ
る
訓
読
と
註
釈
が
継
続
的
に
公
表
さ

れ
て
い
る
〔
桑
原
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
〕
。
『
影
印
集
成
』
既
刊
分
に

つ
い
て
は
『
影
印
集
成
』
か
ら
、
未
刊
分
に
つ
い
て
は
写
真
帳
か
ら
写
真
が
収
載

さ
れ
て
お
り
、
簡
便
に
写
真
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

３

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
今
後
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
中
で
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に

続
々
修
を
用
い
た
復
原
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
光
明
子
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
関
が
そ
の
書
写
活
動
に
伴

っ
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
形
成
し
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
宝
亀
年
間
に
写
経

所
が
活
動
を
停
止
し
た
の
ち
は
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
倉
院
の
中
で
保
管
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
幕
末
の
天
保
年
間
に
「
発
見
」
し
た
の
が
穂
井
田
忠
友
で
あ

り
、
奈
良
時
代
以
来
、
保
管
さ
れ
て
き
た
史
料
群
の
中
か
ら
公
文
の
内
容
や
印
章

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
個
別
の
文
書
を
抜
き
取
る
形
で
「
整
理
」
を
行
い
、
正
集

が
編
成
さ
れ
た
〔
皆
川
一
九
七
二
〕
。
近
代
に
入
っ
た
の
ち
も
同
様
に
特
定
の
文
書

を
抜
き
取
る
形
で
の
「
整
理
」
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修

別
集
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
抜
き
取
り
を
受
け
た
側
の
文
書
群
は
「
未
修
古
文

書
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
未
修
古
文
書
」
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
配
列
し
直

し
て
、
貼
り
継
い
だ
も
の
が
続
々
修
で
あ
る
〔
西
二
〇
〇
二
、
栄
原
二
〇
一
一
〕
。

　

こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
、
「
未
修
古
文
書
」
の
段
階
の
「
未
修
古
文
書
目

録
」
が
存
在
し
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
〕
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
「
未
修
古
文

書
」
で
の
所
属
先
お
よ
び
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す
る
内
容
の
付
箋
が
貼

付
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
現
状
の
続
々
修
と
目
録
・
付
箋
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

正
集
〜
続
修
別
集
で
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
西
二
〇
〇

九
、
西
・
矢
越
二
〇
一
一
・
二
〇
一
三
〕
。
こ
の
抜
き
取
り
の
痕
跡
こ
そ
、
正
倉
院
文

書
研
究
に
お
い
て
第
一
に
取
り
組
む
べ
き
復
原
作
業
の
基
礎
で
あ
る
「
断
簡
」
を

特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
書
掲
載
の
解
移
牒
案
の
う
ち
、
復
原
に
問
題
を
残
す
と
思
わ
れ
る
Ⅲ

「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」（
宝
字
五
年
正
月
）
の
主
体
を
な
す
続
々
修
第
三
帙
第

四
巻
の
断
簡
分
け
を
見
て
み
た
い
。
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻
は
、
第
二
紙
と
第
三

紙
の
間
、
第
五
紙
と
第
六
紙
の
間
、
第
三
三
紙
と
第
三
四
紙
の
間
、
第
三
八
紙
と
第

三
九
紙
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
新
補
白
紙
を
挟
み
、
第
二
紙
奧
・
第
三
紙
袖
・
第
五
紙

奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
三
紙
中
央
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・
第
三
五
紙

奧
・
第
三
九
紙
袖
に
「
未
修
古
文
書
」
で
の
所
属
を
示
す
付
箋
が
、
第
二
紙
奧
・
第

三
紙
袖
・
第
五
紙
奧
・
第
六
紙
袖
・
第
一
一
紙
奧
・
第
三
一
紙
奧
・
第
三
二
紙
袖
・

第
三
五
紙
袖
・
第
三
八
紙
奧
・
第
三
九
紙
袖
に
続
々
修
で
の
配
列
順
序
を
指
示
す

る
付
箋
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
帳
で
の
観
察
お
よ
び
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記

載
に
基
づ
く
）。
こ
れ
を
「
未
修
古
文
書
目
録
」
の
記
載
と
対
照
さ
せ
る
と
、

　

往
来
軸
・
第
一
紙
〜
第
二
紙　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
三
紙
〜
第
五
紙　
　
　
　
　

＝　

№
948
の
一
部
（
第
三
十
六
号
|
十
九
）

　

第
六
紙
〜
第
一
一
紙　
　
　
　

＝　

№
912
（
第
三
十
五
号
|
十
）

　

第
一
二
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
対
応
不
詳
）

　

第
一
三
紙
〜
第
三
一
紙
裏　
　

＝　

№
512
（
第
二
十
六
号
|
四
）

　

第
三
二
紙
〜
第
三
三
紙
裏　
　

＝　

№
162
（
第
十
二
号
|
二
）

　

第
三
四
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
764
（
第
三
十
一
号
|
六
）

　

第
三
五
紙　
　
　
　
　
　
　
　

＝　

№
500
（
第
二
十
五
号
|
三
）

　

第
三
六
紙
〜
第
三
八
紙
裏　
　

＝　

№
82
（
第
七
号
│
八
）

　

第
三
九
紙
〜
第
五
一
紙　
　
　

＝　

№
521
（
第
二
十
六
号
|
八
）

と
な
り
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
の
番
号
）
、
こ
の
ま
と
ま
り
が

「
未
修
古
文
書
」
段
階
か
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に「
未

修
古
文
書
」
は
、
奈
良
時
代
末
以
来
の
保
管
形
態
か
ら
正
集
〜
続
修
別
集
の
抜
き
取

り
を
行
っ
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
未
修
古
文
書
」
段
階

で
の
ま
と
ま
り
は
奈
良
時
代
末
以
来
の
ま
と
ま
り
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
表
裏
関
係
に
基
づ
い
て
断
簡
番
号
を
付
与
し
て
整
理
す
る
と
図
１
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
掲
載
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
」
（
宝
字
五
年
正

月
）
の
復
原
（
表
Ⅲ
）
で
は
、
「
未
修
古
文
書
目
録
」
で
№
912
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
第
六
紙
〜
第
一
一
紙
の
う
ち
、
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に
続
々
修
第

三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙
〜
第
七
紙
）
を
挿
入
す
る
。
挿
入
を
想
定
し
た
箇
所
の
直

前
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
天
平
宝
字
五
年
二
月
十
一
日
の
奉
写
一
切
経
所
解

案
、
直
後
は
下
道
福
麻
呂
の
手
に
な
る
二
月
十
五
日
の
奉
写
一
切
経
所
文
書
案
で

あ
り
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
編
者
が
復
原
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
下
道
福
麻
呂

の
手
に
な
る
二
月
十
三
日
の
奉

写
一
切
経
所
解
案
が
挿
入
さ
れ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
未
修
古
文
書
」
段

階
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
続
々
修
第
三
帙
第
四
巻

第
六
紙
〜
第
一
一
紙
は
奈
良
時

代
末
以
来
の
貼
り
継
ぎ
を
保
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に

他
の
断
簡
を
挿
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
さ
ら
に
、
日
付
の
並

び
か
ら
は
他
の
箇
所
へ
の
挿
入

も
想
定
で
き
な
い
た
め
、
続
々

修
第
三
帙
第
三
巻
②
（
第
六
紙

〜
第
七
紙
）
は
こ
の
帳
簿
か
ら

外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
こ
の
断
簡
を
Ⅲ
内
に
復
原
し
な
い
場
合
、
Ⅲ
の
解

移
牒
案
に
は
布
施
申
請
の
文
書
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）
さ
ら
に
、
表
Ⅲ

で
は
第
三
一
紙
と
第
三
二
紙
の
間
に
続
修
第
二
十
二
巻
⑧
裏
を
入
れ
る
が
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
六
の
記
載
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ⅱ
「
御
願
経
奉
写
等
雑
文
案
」
（
宝
字
四
年
二
月
）
の
復
原
（
表
Ⅱ
）
に
は

往
来
軸
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室

博
物
館
正
倉
院
掛
、
一
九
二
九
年
）
の
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
に
は
、
続
々

修
第
十
八
帙
第
六
巻
の
項
に
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
見
え
て
い
る
。
『
大
日
本
古

文
書
』
に
翻
刻
さ
れ
ず
、
写
真
帳
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
写
真
）
に
も
写
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
帳
簿
の
袖
に
は
題
籤
が
欠
け
た
往
来
軸
を
伴
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
（
第
十
八
帙
第
六
巻
と
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
の
対
応
は
不
詳
で
あ
る
。
）

　

現
在
の
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
は
、
活
字
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
古
文

書
』
の
み
な
ら
ず
、
『
影
印
集
成
』
や
写
真
帳
と
い
っ
た
写
真
資
料
を
用
い
る
こ

と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
が
、
鮮
明
な
写
真
資
料
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
続
々
修

を
用
い
た
復
原
研
究
に
は
右
の
よ
う
な
目
録
類
を
用
い
た
物
理
的
な
検
討
が
欠
か

せ
な
い
。
本
書
に
収
め
る
論
考
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
た
解
移
牒
会
に
お
い
て

も
精
緻
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
す
る
が
、
評
者
の
専
門
と
も
関
わ
る

た
め
、
復
原
に
関
し
て
紙
幅
を
割
い
て
私
見
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
編
著

者
お
よ
び
読
者
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
お
詫
び
し
つ
つ
擱
筆
す
る
。
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